
歴史的建造物を活用した観光・交流拠点 

旧機那サフラン酒本舗整備に関する全体計画策定業務 

簡易評価型プロポーザル評価要領 

 

 

１ 目的 

  この要領は、簡易評価型プロポーザル方式により委託事業者を決定する場合における提案書

の評価方法について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 事業者の選考 

(1) 提案書の評価及び事業者の選考は、選考委員会を設置して行う。 

(2) 選考委員会の委員は別に定め、都市整備部都市計画課が庶務を行う。 

(3) 選考委員会は、提案書の提出者かつプレゼンテーション参加者の中から、最も優秀で本市

の要求にあった事業者１社及び次点者１社を選考する。 

 

３ 選考方法 

(1) 提案書の記述が要件を満たしていない者、費用の見積額が予算額を超えている者は失格と

する。 

(2) 提案書のヒアリングは、各事業者３人以内、準備・片付け各５分間、２０分間の持ち時間

で提案書に基づいたプレゼンテーションを行い、質疑応答を１５分間行う。 

(3) 提案書の記述項目、プレゼンテーションの内容に関して、選考評価基準を基に各委員が採

点する。 

(4) 各委員の採点に基づく採点幅のバラツキを解消するため、採点結果を基に評価順位を各委 

員毎につけ、その評価順位を事業者別に合算した点数を各事業者の評価点とし、評価点の最 

も低い者を最優秀者として決定する。（下図参照） 

(5) 評価点が同点となった場合は、各委員による無記名の選考投票で過半数を超えた事業者を 

最優秀者として決定する。１回目の投票で過半数を超える事業者がいない場合は、最多投票 

数の事業者と次点の事業者で決戦投票を行い、決定する。 

【評価概要】 

委員 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 

ア １位（100 点） ２位（90 点） ３位（70 点） 

イ ３位（60 点） ２位（65 点） １位（70 点） 

ウ ２位（50 点） ３位（40 点） １位（60 点） 

評価点計 
６点 

(1 位＋３位＋２位) 
７点 

（２位＋２位＋３位）
５点 

（３位＋１位＋１位）

順位 次点  最優秀者 



４ 選考評価基準 

  評価項目 配点 

１ 提案書の作り方、プレゼンテーションについて  

 提案書は理解しやすく、説得力がある。 

情報やデータの用い方、分析・処理の仕方に優れ、効果的に組み

込まれている。 

１０点 

２０点 
 要領を得たわかりやすい説明である。 

質問への対応が適切である。 

時間配分を守り、与えられた時間を有効に使っている。 

１０点 

２ 提案の内容について  

 
歴史的建造物を活用した観光・交流施設等の成果のＰＲ。（３件まで） ２０点 

８０点 

 上記の業務実績を旧機那サフラン酒本舗の整備にどのように活かす

のか。 
２０点 

 旧機那サフラン酒本舗の整備を摂田屋地区をはじめ長岡市全体に向

けてどのように波及させていくのか。 
２０点 

 その他施設整備にあたっての創意工夫（特に配慮すべき事項、工

夫できる事項等） 
２０点 

総合評価（得点の合計） １００点

   

※以下の確認項目のうち要件を満たさない項目がある場合は失格とする 

 確認項目 

1 参加資格要件を満たしているか 

2 提案書の内容が説明書で示した項目を満たしているか 

3 業務実施体制は適切であるか 

4 見積金額が説明書で示した予算額以内であるか 

 

 


